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１．健康保険任意継続について

退職後の健康保険は？

74歳までの被保険者が退職などでその資格を喪失した場合には、引き続き何らかの健康保険制度へ加入が義
務付けられています。退職後はご自身の状況に応じて、下記の選択肢のいずれかの健康保険に加入手続きを
する必要があります。

退職

再就職しない健康保険のある事業所へ
1日の空白もなく再就職

就職先の
健康保険の被保険者

協会けんぽの
任意継続被保険者

国民健康保険の
被保険者

家族の健康保険の
被扶養者

詳しくは新しい勤務先へ
ご確認ください

・退職日（資格喪失日の前日）
までに被保険者期間が継続して
2ヵ月以上あること

・退職日の翌日（資格喪失日）
から20日以内に資格取得申出書
を提出すること（必着）

お住まいの市町村役場へ
ご相談ください

被扶養者としての
認定基準を満たすこと

事業主と折半負担

お住まいの都道府県の
協会けんぽ支部へ

資格取得申出書を提出

お住まいの市町村役場の
国民健康保険担当課で

手続き

家族の勤務先の
事業所を通じて届出

就職先の事業主が
資格取得の手続きを

行います

次項を参照
前年の所得などにより

決定
※軽減制度があります

被扶養者の負担は
なし

加
入
要
件

手
続
き

保
険
料
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一か月の保険料は？

協会けんぽの任意継続の保険料と国民健康保険の保険料の算出方法が異なります。
双方の保険料を比較していただき、加入先をご検討ください。
ご家族の健康保険（被扶養者）に加入した場合の保険料の負担は原則ありません。

協会けんぽの任意継続 国民健康保険

退職時の
標準報酬月額

 退職後は事業主負担分も負担することになりますので、
退職時の健康保険料の2倍となります（上限がありま
す。）

 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方
は、介護保険料が加わります。

 保険料の減免制度はありません。

お住いの
都道府県別
健康保険料率

1ヶ月分の
保険料

退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて決定します。
前年の所得や世帯人数などに応じて決定
され、毎年見直しが行われます。

保険料の減免制度があります。
※保険料減免対象者
 倒産・解雇などにより離職した方（雇
用保険の特定受給資格者）

 雇止めなどにより離職された方（雇用
保険の特定理由離職者）

対象者は任意継続よりも保険料が安くな
る場合があります。
詳しくはお住いの市町村役場へご確認く
ださい。

加入先

保険料の
算出方法

１．健康保険任意継続について
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保険料の納付方法は？

①口座振替による毎月納付、②納付書による毎月納付、③前納による納付があります。

①口座振替

• 毎月1日に引き落とし

• 資格取得申出書にて

「1.口座振替」を選択

• 後日届く「口座振替依頼

書」で手続き

• 引き落とし開始月までは

送付される納付書で納付

②納付書

• 毎月、月初めに送付され

る納付書にて、納付書に

記載されている納付期限

までにコンビニエンスス

トア等で納付

③前納

•事前に下記の期間を前納する

ことができ、保険料が割引さ

れます。

•4月分～9月分の6か月間

（納付期限は3月末日）

•10月分～翌年3月分の6か月間

（納付期限は9月末日）

•4月分～翌年3月分の12か月間

（納付期限は3月末日）

※任意継続保険料に、日割り計算はございません。加入が月の途中であっても、
１か月分の保険料を納める必要があります。

１．健康保険任意継続について
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加入（資格取得）について

加入 加入できるのは最長で２年間です。（退職日の翌日から加入）

扶養家族 家族を扶養に入れたい場合は、確認書類の提出が必要です。

在職時より引き続き被扶養者となる場合

任意継続の資格取得と同時に
新たに被扶養者となる場合マイナンバーによる情報照会の

実施を希望する場合
マイナンバーによる情報照
会の実施を希望しない場合

被保険者と
同 居

●添付書類不要 ●収入を証明する書類
●続柄を証明する書類
●収入を証明する書類
●同居していることを証明する書類

被保険者と
別 居

●仕送りの事実と１回あた
りの仕送り額が確認できる
書類（※）

●収入を証明する書類
●仕送りの事実と１回
あたりの仕送り額が確
認できる書類（※）

●続柄を証明する書類
●収入を証明する書類
●仕送りの事実と１回あたりの仕送り額
が確認できる書類（※）

被扶養者の添付書類について①

（※）仕送りの事実と１回あたりの仕送り額が確認できる書類は、16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要です。

次ページに具体例

１．健康保険任意継続について
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被扶養者の添付書類について②

【確認書類の具体例】

●続柄を証明する書類：戸籍謄(抄)本、または、世帯全員が記載されている住民票

●収入を証明する書類：所得証明書、(非)課税証明書、給与証明書、離職票のコピー、
直近の年金額改定(振込)通知のコピー、定申告書のコピー等
☞16歳未満の場合は添付不要
（学生の場合でも16歳以上の方は添付が必要）

●同居していることを
証明する書類：同居が確認できる、世帯全員が記載されている住民票

●仕送りの事実と１回あたりの
仕送り額が確認できる書類：預金通帳のコピー、現金書留控えのコピー等

☞16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要

１．健康保険任意継続について
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任意継続資格取得申出書提出の際のポイント①

【２/２ページ】◎申出書2ページ目は、被扶養者様（ご家族）
となる方がいる場合に提出が必要です。

① 被扶養者様（ご家族）のマイナンバー
については必ずご記入ください。

→未記入の場合、一度申出書をお戻しすることになって
しまいます。

1

１．健康保険任意継続について
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任意継続資格取得申出書提出の際のポイント②

【２/２ページ】◎申出書2ページ目は、被扶養者様（ご家族）
となる方がいる場合に提出が必要です。

2

【在職時より引き続き被扶養者となる方がいる場合】

②マイナンバーを利用し情報照会を行うことで、
収入証明書類の添付を省略出来ます。

〈情報照会を希望する場合〉
・被扶養者様の住民票上の郵便番号を記入。
【提出月:令和6年1月～7月

→令和5年1月1日時点の住民票上の郵便番号を記入】
【提出月:令和6年8月～12月

→令和6年1月1日時点の住民票上の郵便番号を記入】

※被保険者と別居の場合は、別途仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認出来
る書類が必要となります。（16歳未満と16歳以上の学生の場合は添付不要）

〈情報照会を希望しない場合〉
・郵便番号は記入しない。
・情報照会を希望しないに☑し、収入を証明する書類（所得証明書、
（非）課税証明書等）を添付のうえ提出。

※被保険者と別居の場合、仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認出来る書類
が必要となります。（16歳未満と16歳以上の学生の場合は添付不要）

１．健康保険任意継続について
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１．任意継続健康保険について

任意継続の保険証はどれくらいで届く？

申出後２～３週間程度

申出後１週間程度



2 協会けんぽとは 11

加入者

協会けんぽ

医療機関

保険証が届くまでの間に病院に行きたいのですが？

保険証の提示ができないときは、いったん医療費の全額を負担していただきますが、後日協会けんぽに
①療養費支給申請書、②医療機関発行の領収書、③医療機関発行の診療明細書を提出していただくことで、
健康保険負担分（７～８割）の払い戻しが受けられます。

医療サービスの
提供

自己負担分の

支払い〈10割〉

医療費の

請求〈7割〉

医療費の
支払い〈7割〉

①療養費支給申請書

※３割負担の場合の例

①・②・③の
書類を提出

１．健康保険任意継続について
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資格喪失について

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

資格喪失 任意継続被保険者は下のいずれかに該当する場合に、
資格を喪失します。

❶保険料を納付期限までに納めなかったとき

❷任意継続被保険者となった日から２年を経過したとき

❸任意継続被保険者が亡くなったとき

❹就職等により健康保険・共済組合等の被保険者になったとき

❺７５歳になった等の理由により、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

❻資格喪失を希望したとき

※❸、❹、❺、❻の場合は、資格喪失申出書の提出が必要

１．健康保険任意継続について



２．マイナ保険証ついて



２.マイナ保険証について（1/4）

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

出典：厚生労働省HP
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２.マイナ保険証について（2/4）

令和6年12月に健康保険証の廃止が予定されています

①マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードを取得

マイナンバーカードで受診するための準備

②マイナンバーカードをお持ちの方は健康保険証利用の申し込み

マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。

マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用の

お申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があり

ます。
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申し込み方法は3通り 医療機関で
スマートフォン

から
セブン銀行

ATMで



２.マイナ保険証について（3/4）

①マイナ保険証を保有していない場合

当分の間、資格確認書を申請によらず交付

マイナ保険証の過渡期の対応

②マイナ保険証の保有者

ご自身の資格情報を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付

（新規資格取得時や負担割合の変更時）
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・発行済の健康保険証は、廃止後1年間は有効とみなす経過措置

があります。

・今後、スマホにマイナ保険証機能を搭載した「スマホ保険証」

を導入予定です。

参考：・令和5年12月20日 第127回協会けんぽ運営委員会 資料３
・マイナンバー情報総点検本部ホームページ



２.マイナ保険証について（4/4）

「資格取得届」・「被扶養者異動届」には、

マイナンバーの記入をお願いします。

◎マイナ保険証に関する情報は、国の方針

を踏まえながら、今後も各種媒体で広報を

行ってまいります。

最新情報をお受け取りいただけるメール

マガジンへ、ぜひご登録ください！

メールマガジン登録は
こちらから→
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ご清聴ありがとうございました。

令和５年度下期健康保険委員研修会


